
 

住まい・まちづくり担い手事業（長期優良住宅等推進環境整備事業） 

―平成２１年度 募集要項― 

持続可能なストック型の社会への転換が迫られるなか、質の高い住宅を長期にわたり使用していく

ための市場環境、市街地環境の整備が求められています。 

このような環境を創り出していくため、国土交通省は、住宅の建設、維持管理、流通、まちづくり

等についての各団体の活動を促進する「住まい・まちづくり担い手事業」を行います。  

この事業は、モデル的な活動を行う団体に対し支援を行い、その成果等をご報告いただき、今後、

世代を超えて地域の資産となる住まい・まちづくり活動の情報提供やビジネスモデルの構築の検討に

あたり、ご報告いただいた成果等を活用させていただくもので、平成２０年度「超長期住宅等推進環

境整備事業」の一環として実施された「２００年住まい・まちづくり担い手事業」を継続・拡充した

ものです。 

つきましては、住まい・まちづくりに関する活動を行っている団体で、活動に対する支援を希望し、

活動の成果等をご報告いただける団体を以下のとおり募集します。 

  ※この募集は財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団と協力して実施します。 

 

 

１．部門 

以下の分野に該当する世代を超えて地域の資産となる

住まい・まちづくりの実践的調査研究や事業実施などのモ

デル的な活動で、平成 21年度に実施するもの。 

次の２つの部門に分けて募集を行います。 

 

（１）すまい・一般部門 

 ①住宅の流通、維持・管理等のための活動 

〔例〕 

・住み替え・二地域居住等に関する空き家活用等の活動 

・超長期ローンや新たなファンドなどの金融システムの

モデル構築 

・相談～修繕・改修～履歴蓄積などのビジネスモデルの

構築                 など 

 

 ②住環境の整備・保全等のための活動 

〔例〕 

・長期的に住み続けるための住環境の維持・形成に係る

支援活動 

・密集市街地の居住環境の整備改善手法の開発  など 

 

③その他の住まい・まちづくり活動（建設・生産、

生活支援等） 

〔例〕 

・新たな権利形態での住宅供給システムの構築 

・コンバージョンによる整備手法の開発 

・住み続けるためのコミュニティによる生活支援活動                  

など 

 

 

 

（２）建築・まちなみ部門 

①建築デザイン、まちの景観の向上、建築資産の

活用等に関する活動 

 〔例〕建築の専門家と地方公共団体が連携して実施する    

次の事業 

・地域に根ざした建築景観の洗い出し 

・自主的なまちづくりルールの検討 

・地域性にあったデザイン等への変更の検討、コンペ等

の実施 

・建築規制等の実施にあたってのアドバイスの実施、デ

ザインレビューの実施 

・地域の建築デザイン・技術等を活かしたデザイン手法

の開発 

・良好な建築物の形成、文化活動等の実施   など 

 

②建築協定等が結ばれた地域等における住環境

の整備・保全のための活動 

 〔例〕 

・建築協定区域の良好な環境形成に向けた活動 

・既成市街地における建築協定締結に向けた検討 

・複数の建築協定法人が連携して、課題の解決・情報

発信等を行う活動            など 

 

注）応募されたもののうち、他の部門が適切と考え   

られたものについては、他の部門への応募とし

て審査させていただくことがあります。 

（次ページもよくお読み下さい） 



２．対象団体  

以下の要件を満たす団体であること。 

(1)営利を目的としない以下の団体であること。 

イ）特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

ロ）公益法人等（社団法人、財団法人等） 

ハ）任意団体等（協議会、準備組合、市民活動団体、

専門家による団体等） 

(2)代表者が明確で、団体としての意志決定システムが確

立していること。 

(3)団体の会計処理が適切に行われていること。 

注）地方公共団体は対象にはなりませんが、地方公

共団体が構成員となっている団体は対象となり

ます。 

  株式会社等の営利法人が単独では応募できませ

んが、任意団体等の一員となることは可能です。 

【部門ごとの注意】 

「建築・まちなみ部門」については、全国的な規模

での活動を除き、地方公共団体と連携して実施するこ

とを原則とします。 

このため、所定の様式による地方公共団体による推

薦書の添付が必要です。 

 また、建築・まちなみ部門の②建築協定等の活動に

ついては、建築協定等の結ばれた地域又は検討を行っ

ている地域の住民団体が主体（住民団体の協議会や住

民団体等が含まれる連名での応募を含む。）のものを対

象とします。 

 

３．活動支援の額等 

(1)本事業による活動支援の額は、活動費と報告書作成費

を合わせ、原則として１団体当たり 100～300 万円とし

ます。 

(2)支援対象団体への補助は、国が別に選定する補助事業

者から行われます。選定を受けた支援対象団体は、選

定時にお知らせする補助事業者と支援対象活動の詳細

等を調整のうえ、補助申請をしていただくこととなり

ます。 

(3)活動支援費は、精算後の支払いとなります。精算は平

成 22年 3月末の予定ですが、事業の全部又は一部が年

度途中に終了した場合には、年度途中（12月末頃を予

定）での支払いを実施することも可能です。 

注）活動実施前の概算払いには対応できませんので

ご注意ください。詳細については、選定時にお

知らせします。 

(4)支援対象活動に係る費用は、団体の他の活動と区別し

て経理していただき、活動終了後（遅くとも年度末）

に報告書と併せて精算報告書を提出していただきます。 

注 1)活動支援は1年毎に選定することとしています。

継続して事業を行う場合にあっては3年以内を

限度に次年度以降に応募することが可能です。 

 

注 2）本事業以外の助成や委託を受けて実施する活動

については、重複して本事業の支援を受けるこ

とはできませんのでご注意下さい。 

注3)活動に必要な備品購入等は支援の対象となりま

すが、住宅等の整備費そのものは対象となりま

せんのでご注意ください。 

 

４．支援団体の募集 

平成 21年度の支援対象団体数は、(1)住まい・一般部

門、(2)建築・まちなみ部門を合わせて 100 団体程度を

予定しています。 

 

５．応募の手続き 

(1)応募様式（「団体概要書」及び「活動企画書」）の電子

データの入手方法 

応募様式は、財団法人ハウジングアンドコミュニ

ティ財団のホームページからダウンロードして頂き

ます。なお、所定の様式以外による応募及び所定の

様式を作り替えた様式での応募は無効となりますの

でご注意下さい。 

URL  http://www.hc-zaidan.or.jp/ 

 

(2)応募様式の記入方法 

原則として、パソコンで作成してください。 

 

(3)参考資料の添付 

以下の書類等がある場合は、現物又はコピーを参

考資料として添付して下さい。 

①団体の規約や定款、パンフレット 

②昨年度の決算及び活動報告 

③今年度の予算及び活動計画 

④会報、新聞・雑誌記事等（代表的なものを選んで

ください） 

 

(4)応募書類の提出の方法 

応募書類をプリントアウトしたものと、その電子

データをフロッピーディスクやＣＤに保存したもの

（参考資料は除く）を、以下の提出先に、郵送若し

くは宅配便でお送り下さい。なお、E-mail および FAX

による送付は受け付けませんのでご注意下さい。提

出資料は返却しません。 

［提出先］  

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-5-11 新虎ノ門ビル5階 

財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 

「住まい・まちづくり担い手事業」係 

 

(5)応募書類の提出期限 

平成 21年 5月 15日（金）必着

（次ページもよくお読み下さい）



６．支援対象団体の選定 

(1)選定方法 

提案事業の採択にあたり、応募提案は、財団法人ハウ

ジングアンドコミュニティ財団に設置する「住まい・ま

ちづくり担い手事業選定委員会」が、支援希望団体から

提出された「団体概要書」及び｢活動企画書｣（参考資料

を含む）を厳正に審査し、支援対象団体を決定します。 

なお、選定に当たって必要に応じて追加資料の提出を

求めたり、問い合わせを行うことがあります。 

 

「住まい・まちづくり担い手事業選定委員会」名簿 

   委員長 大村 謙二郎（筑波大学 教授） 

委 員 中川 雅之 （日本大学 教授） 

園田 眞理子（明治大学 准教授） 

柳沢 厚（慶応義塾大学 非常勤講師） 

長崎 卓（独立行政法人建築研究所 

     企画部長） 

 

(2)選定の視点 

支援対象団体の選定は以下の視点で行います。 

① 独自性・先導性 

・着眼点、活動内容、研究方法、活動成果等に独自

性があるか 

・先導性があり他への啓発・波及効果を期待できる

か 

 

② 実行確実性 

・住まいづくりやまちづくりに関する調査研究や事

業の活動実績があるか 

・支援対象の活動の目的・目標が妥当かつ明確なも

のであるか 

・活動手法に具体性があり、実施体制・実施準備が

整っているか など 

 

③ 継続性 

・支援期間終了後も継続的、発展的な取組みが期待

できるか 

・地方公共団体や他団体等との連携など、活動の広

がりが期待できるか 

 

また、選定にあたっては、地域、活動の種類等のバ

ランス等に配慮させていただく場合があります。 

 

(3)選定結果の通知 

選定結果は 6月末までに全応募団体に通知します。な

お、選定結果についてのお問い合わせはご遠慮ください。 

 

(4)選定後の手続き 

選定された団体とは、個別に活動内容や支援額等につ

いて調整させて頂きます。

 

 

その際、必要に応じて資金計画や活動内容に関する資

料を提出していただくことがあります。 

また、選定結果の通知の際に必要な手続きについてお

知らせしますので、それに沿って手続きをしていただく

必要があります。 

 

７．報告書の提出 

活動の内容及び成果等に関する報告書（10～20 頁程

度）を所定の様式により取りまとめ、平成 22 年 3 月 1

日（月）までに、選定結果の際に通知する宛先に提出し

ていただきます。 

 

８．その他 

・支援団体には、活動の進捗状況の報告（中間報告）を

して頂きます。また、視察、ヒアリング等に協力して

頂くことがあります。 

・活動計画が継続困難となった場合は、費用の全部又は

一部を支払わないことがあります。また、費用の返還

を求めることがあります。 

・手続きの詳細については、今後変更がある場合があり

ます。 

・なお、「建築・まちなみ部門」のうち「①建築デザイ

ン、まちの景観の向上、建築資産の活用等に関する活

動」については、『建築等を通じた良好な景観形成・

まちづくり推進協議会＊』との連携のもと実施するこ

ととしています。 

このため、支援対象団体の希望に応じ協議会から専門

家の派遣を実施することとしています。 

また、報告会を開催することを予定していますので、

ご参加・発表に協力して頂きます（旅費等については、

各支援団体の負担となりますが、活動支援の額に含む

事が可能です）。 

＊同協議会のホームページ 

http://www.kenchikushikai.or.jp/machi-suishin/ 

kyogikai.html 

 

９．問い合わせ先 

財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団 

〒107-0052  

東京都港区赤坂 1-5-11 新虎ノ門ビル 5階 

TEL:03-3586-4869 FAX:03-3586-3823 

http://www.hc-zaidan.or.jp/ 


